
パ
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巻
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号

パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
に
お
け
る
「
家
族
法
」
に
つ
い
て

前

田

達

明

　
（
三
〇
四
七
）

第
一　

本
稿
の
目
的

　

日
本
民
法
典
の
体
系
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典（

1
）の

そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
編
「
親
族
」、
第
五
編
「
相
続
」

も
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
四
編
「F

am
ilienrecht

」、
第
五
編
「E

rbrecht

」
に
倣
っ
て
い
る（

2
）。

そ
し
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
典
の
体
系
は
、

パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
民
法
典
の
「
親
族
」、「
相
続
」
の
理
解
の
第
一
歩
と
し
て
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン

体
系
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
親
族
」、「
相
続
」
を
一
括
し
て
「
家
族
法
」

と
呼
び
、
そ
の
成
立
史
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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六
〇
巻
七
号

第
二　

パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
生
成

⑴　

中
世
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
三
、
一
四
世
紀
頃
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
が
始
ま
り
、
特
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
下
に
お
い
て
は
、
ロ

ー
マ
法
は
重
要
な
法
源
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
帝
国
の
権
力
が
有
名
無
実
と
な
っ
て
後
、
ま
ず
、
各
地
方
固
有
の
法
（L

andesrecht

）
が

第
一
次
的
に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
の
み
、
継
受
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
が
、
ド
イ
ツ
全
土
に
共
通
し
た
普
通
法
（G

em
eines 

R
echt

）
と
し
て
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
ロ
ー
マ
法
」
は
、
あ
ま
り
重
要
で
な
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
。
文
化
水
準
の
低
い
農
業
社
会
の
法
と
し
て
育
っ
たL

andesrecht

は
、
商
業
社
会
へ
切
り
替
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
当
時
の
社
会

に
お
け
る
法
的
紛
争
の
解
決
に
対
し
て
は
、あ
ま
り
役
立
た
な
か
っ
た
（
す
な
わ
ち
、何
ら
解
答
を
用
意
し
て
い
な
い
＝
空
白
部
分
が
多
い
）。

結
局
、G

em
eines R

echt

、
す
な
わ
ち
、
高
度
に
発
達
し
た
ロ
ー
マ
法（

3
）の

方
が
、
多
く
適
用
さ
れ
た
。

⑵　

も
っ
と
も
、
如
何
に
優
れ
た
ロ
ー
マ
法
と
は
い
え
、
一
六
、
一
七
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
法
状
況
に
、
ぴ
っ
た
り
と
は
い
え
な
か
っ
た
た
め
、

現
実
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
修
正
す
る
作
業
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
大
い
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
を
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用

（usus m
odernus pandectarum

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
デ
ィ
ー
ゲ
ス
タ
」
＝
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン（

4
）」

の
法
文
の
個
別
的

具
体
的
記
述
は
、
体
系
的
抽
象
的
記
述
へ
と
進
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
傾
向
と
体
系
化
は
、
近
代
自
然
法
思
想（

5
）に

よ
っ
て
、
大
い
に
発
展
さ

せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
個
別
的
具
体
的
記
述
は
、
時
と
所
を
問
わ
な
い
自
然
法
と
い
う
思
想
（
自
然
法
の
普
遍
的
妥
当
性
）
に
適
合
し
に

く
く
、
ま
た
、
大
原
則
を
定
め
て
演
繹
的
に
思
考
を
進
め
る
と
い
う
、
こ
の
思
想
に
も
適
合
せ
ず
、
一
般
条
項
的
な
法
命
題
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
こ
に
、「
総
則
」（
さ
ら
に
、
物
権
の
「
総
則
」、
債
権
の
「
総
則
」）
が
生
み
出
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
近
代
自
然
法
思
想
は
、「
家
族
法
」
と
い
う
法
分
野
を
生
み
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ー
オ
ー
ネ
ン
体

系
に
お
け
る
「
人
の
法
」
か
ら
、
抽
象
的
「
個
人
（Individuum

）（
取
引
市
民
（
利
益
）
社
会
の
主
体
）」
を
抽
出
し
て
「
総
則
」
に
規
定

　
（
三
〇
四
八
）
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巻
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し
、
そ
の
「
個
人
」
の
属
す
る
「
国
家
（Staat

）」
を
「
個
人
」
に
対
比
し
、
そ
の
上
で
、「
国
家
」
間
の
法
た
る
国
際
法
（iuris 

gentium

＝V
olkerrecht

）
を
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代
自
然
法
思
想
の
目
的
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に

お
け
る
国
民
国
家
間
の
紛
争
状
態
を
眼
前
に
し
て
、
す
べ
て
の
人
が
平
和
な
生
活
を
送
れ
る
社
会
を
法
的
に
保
障
し
た
い
、
と
い
う
目
的
か

ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
前
田
達
明
「
民
法
Ⅵ2
」
一
九
八
〇
年
（
青
林
書
院
）
八
頁
）。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
市
民
社
会
の
個
人
が
、

平
和
で
安
全
な
生
活
を
営
む
た
め
の
最
も
基
礎
的
な
基
盤
と
し
て
、「
家
族
（
夫
婦
そ
し
て
親
子
）」
を
「
共
同
体
」
と
し
て
、
そ
の
経
済
的

基
盤
で
あ
る
「
家
産
」
の
継
承
を
「
相
続
」
と
し
て
、
法
的
に
規
制
し
、
次
に
、
そ
の
「
家
族
共
同
体
」
の
保
護
の
た
め
に
「
国
家
」
が
存

在
し
、
そ
し
て
、
そ
の
国
家
間
の
法
的
規
制
（
戦
争
の
＂
正
当
原
因
＂
を
規
定
し
て
、
正
当
で
な
い
戦
争
の
防
止
）
と
し
て
、「
国
際
法
」

を
必
要
と
し
た
。

　

そ
の
願
い
を
法
体
系
化
し
た
の
が
、「
近
代
自
然
法
の
父（

6
）」

と
称
さ
れ
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス（

7
）（G

rotius.

オ
ラ
ン
ダ
。
一
五
八
三
～
一
六
四
五
）

の
継
承
者
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（P

ufendorf.
ド
イ
ツ
。
一
六
三
二
～
一
六
九
四（

8
））

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
、
父
権
、
家
長
権
と
い

っ
た
「
親
族
法
」
が
、「
自
然
法
と
万
民
法
に
つ
い
て
（de jure naturae et gentium

）
一
六
七
二
」（
全
八
巻
）
の
「
第
六
巻
」
と
し
て

独
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、彼
に
あ
っ
て
も
、ま
だ
、「
相
続
法
」
の
分
離
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、か
つ
て
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
哲
学（

9
）の

「
首

領
（das H

aupt

）」
と
呼
ば
れ
た
ヴ
ォ
ル
フ
（C

hristian W
olff. 

ド
イ
ツ
。
一
六
七
九
～
一
七
五
四
）
の"institutiones juris naturae 

et gentium

（
自
然
法
及
び
万
民
法
の
体
系
）"

に
お
い
て
、
そ
れ
が
、
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　

第
一
部　

自
然
法
総
論
、
並
び
に
自
身
、
他
者
及
び
神
に
対
す
る
諸
義
務
に
つ
い
て

　

第
二
部　

所
有
権
、
並
び
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
諸
債
務
及
び
諸
権
利
に
つ
い
て

　

第
三
部　

支
配
権
（
＝
権
力
関
係
）、
並
び
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
諸
債
務
及
び
諸
権
利
に
つ
い
て

　
（
三
〇
四
九
）
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六
〇
巻
七
号

第
一
節　

私
的
支
配
権
に
つ
い
て

　
　

1
．
支
配
権
及
び
共
同
体
（
＝
団
体
）
総
論
に
つ
い
て

　
　

2
．
婚
姻
、
す
な
わ
ち
夫
婦
共
同
体
に
つ
い
て

　
　

3
．
血
族
関
係
及
び
姻
族
関
係
に
つ
い
て

　
　

4
．
父
方
共
同
体
及
び
家
父
（
＝
家
長
、
家
父
長
）
権
に
つ
い
て

　
　

5
．
相
続
の
法
、
す
な
わ
ち
遺
言
相
続
及
び
無
遺
言
相
続
に
つ
い
て

　
　

6
．
奴
隷
（
身
分
）
と
主
従
関
係
に
つ
い
て

　
　

7
．
家
族
（haus

）
に
つ
い
て

第
二
節　

公
的
支
配
権
、
す
な
わ
ち
国
家
の
法
に
つ
い
て

　

第
四
部　

万
民
法
（
＝
諸
国
民
の
法
）
に
つ
い
て

　

こ
こ
に
、
第
一
部
「
総
論
」
が
あ
り
、
第
二
部
に
「
所
有
権
」
と
「
債
務
（
契
約
な
ど
。
債
権
）」
と
い
う
財
産
法
が
あ
り
、
第
三
部
の

私
的
支
配
権
（im

perio privato. gem
eine H

errschaft
）
の
下
に
、「
家
族
」
の
構
成
要
素
と
「
相
続
」
に
つ
い
て
の
法
を
置
く
、
と
い

う
体
系
が
成
立
し
た
。

⑶　

そ
し
て
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学（

10
）

が
、
そ
の
体
系
化
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
体
系
を
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
い
う
（Schw

arz, Z
ur 

E
n

tsteh
u

n
g d

es m
o

d
en

n
en

 P
an

d
ek

ten
system

s, Z
eitsch

rift d
er S

avign
y-S

tiftu
n

g fu
r R

ech
tsgesch

ich
te, 42B

d
. 

R
om

anistische A
bt., 1921, S. 578 ff. 

（Z
R

G
. A

bt. 42

） 

、
赤
松
秀
岳
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
私
法
学
の
実
像
」
一
九
九
一
年
（
成
文
堂
）

二
六
一
頁
）。
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
ハ
イ
ゼ
（H

eise

.
ド
イ
ツ
。
一
七
七
八
～
一
八
五
一
。G

rundriss　

eines 

　
（
三
〇
五
〇
）
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六
〇
巻
七
号

System
s des gem

einen C
ivilrechts zum

 B
ehuf von P

andecten-V
orlesungen

.1807

）
の
体
系
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る（

11
）。

　
　

第
一
部　

総
則
（A

llgem
eine L

ehren

）

　
　
　

第
一
章　

法
源　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
章　

物

　
　
　

第
二
章　

諸
権
利　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
章　

行
為

　
　
　

第
三
章　

権
利
の
行
使
と
保
護　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
章　

⑴　

空
間
の
関
係
（
住
所
等
）　

⑵　

期
間
の
関
係

　
　
　

第
四
章　

人

　
　

第
二
部　

物
権
（D

ingliche R
echte

）

　
　
　

第
一
章　

総
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
章　

借
地
権
と
地
上
権

　
　
　

第
二
章　

所
有
権　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
章　

質
（
抵
当
）
権

　
　
　

第
三
章　

地
役
権

　
　

第
三
部　

債
権
（O

bligationen

）

　
　
　

第
一
章　

総
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
章　

返
還
へ
の
債
権

　
　
　

第
二
章　

債
権
の
目
的　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
八
章　

行
為
へ
の
債
権

　
　
　

第
三
章　

債
権
の
成
立
と
根
拠　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
九
章　

不
作
為
と
原
状
回
復
へ
の
債
権

　
　
　

第
四
章　

債
権
の
消
滅　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

第
五
章　

本
質
的
に
相
対
す
る
（
双
務
）
契
約　
　
　

第
十
章　

賠
償
と
刑
罰
へ
の
債
権

　
　
　

第
六
章　

供
与
あ
る
い
は
給
付
へ
の
債
権　
　
　
　
　

第
十
一
章　

付
属
的
債
権

　
（
三
〇
五
一
）
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第
四
部　

人
的
物
的
権
利
（D

inglich-persönliche R
echt

）

　
　
　

第
一
章　

婚
姻

　
　
　

第
二
章　

父
権

　
　
　

第
三
章　

後
見

　
　

第
五
部　

相
続
法
（E

rbrecht

）

　
　
　

第
一
章　

総
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
章　

遺
留
分
（Successio necressaria

）

　
　
　

第
二
章　

法
定
相
続
順
位　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
章　

相
続
財
産
の
取
得

　
　
　

第
三
章　

遺
言　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
八
章　

遺
贈
（
物
）
の
取
得

　
　
　

第
四
章　

終
意
処
分
の
執
行
と
廃
止　
　
　
　
　
　
　

第
九
章　

遺
贈
（
物
）
の
種
類

　
　
　

第
五
章　

特
別
遺
言
（
兵
士
の
遺
言
な
ど
） 　
　
　
　

第
十
章　

相
続
権
の
喪
失

　
　

第
六
部　

原
状
回
復

　

そ
し
て
、
か
の
有
名
な
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（Savigny. 

ド
イ
ツ
。 
一
七
七
九
～
一
八
六
一
）
も
、
こ
の
体
系
を
支
持
し
た（

12
）。

　

そ
し
て
、
最
大
最
高
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
者
で
あ
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
（W

indscheid. 

ド
イ
ツ
。
一
八
一
七
～
一
八
九
二
）
が
書

い
た
教
科
書
（
一
八
九
二
年
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
が
完
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　

第
一
部　

法
一
般
に
つ
い
て

　
　

第
二
部　

権
利
一
般
に
つ
い
て

　
　
　

第
一
章　

権
利
の
概
念
と
種
類

　
（
三
〇
五
二
）
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第
二
章　

権
利
主
体
（
自
然
人
と
法
人
）

　
　
　

第
三
章　

権
利
の
発
生
、
消
滅
、
変
更
（
法
律
行
為
な
ど
）

　
　
　

第
四
章　

権
利
の
行
使
、
侵
害
、
保
護

　
　

第
三
部　

物
権
法
（Sachenrecht

）

　
　

第
四
部　

債
権
法
（R

echt der F
orderungen

）

　
　

第
五
部　

親
族
法
（F

am
ilienrecht

）

　
　

第
六
部　

相
続
法
（E

rbrecht

）、
と
な
っ
て
い
る
。

⑷　

要
約
す
る
な
ら
ば
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
は
、
第
一
に
、
財
産
法
と
家
族
法
に
二
分
さ
れ
、
第
二
に
、
そ
の
財
産
法
が
「
物
権
」
と
「
債

権
」
に
二
分
さ
れ
、
第
三
に
、
家
族
法
が
「
親
族
法
」
と
「
相
続
法
」
に
二
分
さ
れ
、
第
四
に
、
通
則
と
し
て
の
「
総
則
」、
そ
し
て
、
更
に
、

そ
の
「
総
則
」
の
「
人
」
は
市
民
（
取
引
）
社
会
に
お
け
る
取
引
主
体
と
し
て
の
抽
象
的
な
個
人
（
自
然
人
、
法
人
）、
抽
象
化
さ
れ
た
取

引
（
権
利
発
生
、
変
更
、
消
滅
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。）
が
冒
頭
に
お
か
れ
る
（
そ
の
限
り
で
、「
総
則
」
は
、「
小
型
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー

テ
ィ
ー
オ
ー
ネ
ン
体
系
」
と
い
え
る
。
松
尾
弘
「
民
法
の
条
文
と
は
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
〇
六
年
五
月
号
一
四
頁
）、
と
い
う
特
徴
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
財
産
法
に
お
い
て
、
物
権
と
債
権
と
い
う
二
大
権
利
の
体
系
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
、「
対
物
訴
権

（actio in rem

）」
と
「
対
人
訴
権
（actio in personam

）」
の
模
倣
で
あ
る（

13
）。

　
（
三
〇
五
三
）
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第
三　

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
「
親
族
法
」
と
「
相
続
法
」

⑴　

ド
イ
ツ
民
法
典
は
一
九
〇
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
法
典
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
影
響
が
強
く
、
そ
の
第
一
草
案
は
「
小
ヴ

ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
」
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
編
が
「
総
則
」、
第
二
編
が
「
債
権
」、

第
三
編
が
「
物
権
」、
第
四
編
が
「
親
族
」、
第
五
編
が
「
相
続
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑵　

そ
し
て
、
親
族
法
と
相
続
法
の
二
つ
の
法
分
野
に
よ
っ
て
、「
家
族
法
」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典

の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
近
代
自
然
法
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
ハ
イ
ゼ
の
体
系
に
お
い

て
は
、
親
族
法
を
物
的
人
的
権
利
（dinglich-persönliche R

echt

）
と
い
う
統
一
的
標
題
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
ゼ
が
、
あ
え
て
親
族
法
（F

am
ilienrecht

）
と
い
う
用
語
を
避
け
て
、
こ
の
よ
う
な
用
語
を
採
用
し
た
の
は
、
一
八
世
紀
後
半
ド
イ

ツ
に
お
け
る
「
時
代
精
神
（Z

eitgeist

）」
の
代
弁
者
た
る
カ
ン
ト
（K

ant. 

一
七
二
四－

一
八
〇
四
）
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

カ
ン
ト
は
、「
人
倫
の
形
而
上
学
（D

ie M
etaphysik der Sitten, 1797

）」
に
お
い
て
、「
物
権
（Sachenrecht

）」
と
「
債
権
（P

ersönliche 

R
echt

）」
の
他
に
、「
物
件
に
対
す
る
仕
方
で
人
格
に
対
す
る
権
利（

14
）（das auf dingliche A

rt persönliche R
echt 

）」
と
い
う
用
語
を
用

い
て
、
婚
姻
権
（E

hercht

）
や
親
権
（E

lterrcht

）
を
統
括
し
て
い
る
の
で
あ
る（

15
）。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
利
は
、「
外
的
対
象
を
物
（Sache
）
と
し
て
占
有
し
、
人
格
（P

erson

）
と
し
て
使
用
す
る
権
利
」
で
あ
る
、

と
す
る
。
そ
し
て
、
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
任
意
の
契
約
で
は
な
く
、
人
間
性
の
法
則
に
従
っ
た
必
然
的
な
契
約
に
よ
る
性
共
同
体

（com
m

ercium
 sexuale

）
の
形
成
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
権
は
「
一
方
の
人
間
が
他
方
の
人
間
の
性
器
と
＂V

erm
ögen

＂
を
相

互
に
使
用
す
る
」
権
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
族
関
係
を
「
権
利
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
「
自
由
」
す
な

わ
ち
意
思
の
自
律
（A

utonom
ie

）
に
も
と
づ
く
権
利
義
務
こ
そ
が
、「
法
」
の
世
界
の
問
題
で
あ
る
、と
い
う
理
解
に
も
と
づ
く
。
そ
し
て
、

　
（
三
〇
五
四
）
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自
然
科
学
的
思
想（

16
）に

た
け
た
カ
ン
ト
と
し
て
は
、
夫
婦
関
係
を
即
物
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
、
な
ん
の
躊
躇
も
感
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑶　

そ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
用
語
は
消
え
て
、「
親
族
法
（F

am
ilienrecht

）」
と
い
う
用
語

に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
世
紀
前
半
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
時
代
精
神
」
の
代
弁
者
ヘ
ー
ゲ
ル
（H

egel.

一
七
七
〇

～
一
八
三
一
）
の
考
え
を
み
れ
ば
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
カ
ン
ト
の
婚
姻
観
を
批
判
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
危
機
感
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
産
業
革
命
に
始
ま
る
資
本
主
義
生
産
と
都
市
化
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。
そ
の
故
に
、
欲
望
の
主
体
と
し
て
の
「
個
人
」
が
利
益
社

会
た
る
市
民
社
会
に
お
い
て
孤
立
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
婚
姻
制
度
の
解
体
と
家
族
の
崩
壊
の
危
険
が
芽
生

え
て
き
た
（
三
島
淑
臣
・
前
掲
書
二
五
二
頁
）。
そ
の
こ
と
を
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
例
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
早
く
も
敏
感

に
嗅
ぎ
付
け
た
。
さ
ら
に
、
自
由
、
平
等
、
博
愛
を
旗
印
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
現
実
に
は
理
想
社
会
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、

強
力
な
権
力
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
強
大
な
フ
ラ
ン
ス
帝
国
が
建
設
さ
れ
た
、
と
い
う
現
実
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
見
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
家
族
や
国
家
と
い
う
共
同
体
を
守
る
こ
と
が
、
欲
望
の
主
体
と
し
て
の
個
人
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る（

17
）。

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
婚
姻
や
親
子
関
係
を
「
権
利
」
関
係
に
解
体
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
家
族
（F

am
ilie

）
に
よ

っ
て
統
括
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

18
）。

そ
し
て
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
ド
イ
ツ

一
九
世
紀
法
学
界
の
通
説
と
な
っ
た
（
前
田
達
明
「
愛
と
家
庭
と
」
一
九
八
五
年
（
成
文
堂
）
一
一
六
頁（

19
））。

　

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
も
、
強
力
な
父
権（

20
）が

認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
夫
権
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
よ
う
な
「
妻

の
行
為
無
能
力
者
」
制
度
を
認
め
ず
、
夫
の
住
所
決
定
権
（
第
一
三
五
四
条
）
な
ど
の
例
外
は
別
と
し
て
、
比
較
的
に
夫
婦
同
等
の
扱
い
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
妻
（
配
偶
者
）
の
相
続
権
も
認
め
ら
れ
た
（
第
一
九
三
一
条
～
第
一
九
三
四
条
）。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に

比
し
て
、
一
〇
〇
年
の
時
を
経
て
、
妻
の
地
位
に
つ
い
て
の
意
識
が
変
化
し
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う（

21
）。

　
（
三
〇
五
五
）
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⑷　

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
生
き
た
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
眼
前
に
し
た
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
社
会
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
の
農
村
生
活
は
、
中
世
の
そ
れ
と
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
三
圃
制
で
、
そ
の
た
め
に

作
付
け
面
積
は
三
分
の
一
で
あ
り
、
ほ
ぼ
自
給
自
足
経
済
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
ド
イ
ツ
の
約
二
五
〇
〇
万
人
の
人
口
の
う
ち
、
四
分

の
三
は
農
村
に
生
活
し
て
い
た
。
そ
し
て
牧
畜
業
は
、
秋
に
は
牧
草
不
足
の
た
め
に
、
家
畜
の
一
部
は
屠
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
冬
の
肉

は
常
に
塩
漬
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
寒
期
は
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
不
足
に
悩
ま
せ
ら
れ
た
。

　

他
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
八
世
紀
に
新
し
い
農
業
方
法
が
採
用
さ
れ
、
収
穫
収
入
を
増
大
さ
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
品
種
を
変
え
れ

ば
（F

ruchtw
echsel

）、
三
圃
制
を
と
ら
ず
に
全
耕
地
を
利
用
で
き
た
。
ド
イ
ツ
で
も
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、
農
学
者
テ
ー
ア
（T

haer.

一
七
五
二
～
一
八
二
八
）
が
、
こ
れ
に
倣
っ
て
三
圃
制
の
解
消
に
努
め
た
。
さ
ら
に
、
灌
漑
や
排
水
工
事
が
進
み
、
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
（L

iebig.

一
八
〇
三
～
一
八
七
二
）
に
よ
り
人
工
肥
料
の
利
用
が
拡
め
ら
れ
た
。
牧
畜
業
に
お
い
て
も
、
ク
ロ
ー
バ
ー
や
ビ
ー
ト
な
ど
の
牧
草
の
植
付

け
が
進
み
、
秋
の
多
く
の
屠
殺
が
回
避
さ
れ
た
。
ま
た
、
農
業
共
同
体
（L

andw
irtschaftliche G

enossenschaft

）
の
形
成
に
よ
っ
て
、

農
業
生
産
は
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。
さ
ら
に
、
農
村
に
お
け
る
問
屋
制
家
内
工
業
化
（
プ
ロ
ト
工
業
化
）
は
、
農
村
に
多
く
の
収
入
を
も
た

ら
し
た
。
他
方
、
都
市
で
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
進
み
、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
共
に
、
機
械
化
と
交
通
網
（
鉄
道
）
の
発
展
が
、
都
市
化（

22
）

の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
（K

aier, G
rundzüge der G

eschichte, B
d.3, 6. A

ufl., 1970. S.220f.　

木
村
靖
二
編
「
ド
イ
ツ
史
」
二
〇

〇
一
年
（
山
川
出
版
社
）
一
五
四
頁
）。
例
え
ば
、「
純
粋
ド
イ
ツ
」
と
い
わ
れ
る
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
「
産
業
化
」
は
、
一
八
〇
九
年
の
機

械
制
紡
績
業
の
開
始
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
北
村
次
一
「
近
現
代
の
ド
イ
ツ
経
済
社
会
」
一
九
七
八
年
（
法
律
文
化
社
）
一
五
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
領
域
で
＂
中
世
＂
を
引
き
ず
っ
て
い
た
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
生
き
、
し
か
し
、
知
識
と
し
て
は
＂
近
代
＂
を
意
識

し
て
、
学
問
上
は
、
自
然
科
学
を
は
じ
め
と
す
る
＂
近
代
＂
の
輝
か
し
い
成
果
を
み
て
き
た
カ
ン
ト
と
し
て
は
、
人
間
理
性
の
み
に
よ
っ
て

　
（
三
〇
五
六
）
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理
想
社
会
が
実
現
で
き
る
と
い
う
＂
理
性
信
仰
＂（V

ernunftglaube

）
を
も
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
他
方
、＂
近
代
＂
の
は
じ
ま
っ
た
一

九
世
紀
ド
イ
ツ
に
生
き
、
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国
の
成
立
を
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
非
歴
史
的
な
人
間
理
性
の

み
に
よ
っ
て
理
想
社
会
が
成
立
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
（「
現
実
的
な
も
の
が
、
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
）、
む
し
ろ
強
力
な
国
家（

23
）と

「
健
全
」
な
家
庭
が
、
欲
望
の
主
体
と
し
て
の
個
人
を
救
済
し
得
る
と
考
え
る
の
も
当
然
で
あ
っ

た
ろ
う
（
な
お
、
鷲
田
小
弥
太
「
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
哲
学
﹄
研
究
序
論
」
一
九
七
五
年
（
新
泉
社
）
七
五
頁
）。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
と
ヘ
ー

ゲ
ル
の
違
い
は
、
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
（M

ozart.

一
七
五
六
～
一
七
九
一
）
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
（B

eethoven.

一
七
七
〇
～
一
八
二
七
）
の

違
い
に
対
比
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑸　

と
こ
ろ
で
、前
述
の
よ
う
に
、イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ゥ
ー
テ
ィ
ー
オ
ー
ネ
ン
体
系
に
お
け
る
「
人
の
法
」
は
、ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
、「
総

則
編
」
の
「
人
」
と
、「
親
族
編
」
の
「
人
」
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
由
主
義
経
済
社
会
に
対
応
す
る
「
民
法
」
と

し
て
、
物
権
と
債
権
が
「
財
産
法
」
で
あ
る
、
と
意
識
的
に
明
確
化
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
財
産
」
の
主
体
は
、
市

民
社
会
に
お
け
る
取
引
発
展
の
た
め
に
、
自
由
な
取
引
社
会
の
主
体
と
し
て
、
自
由
で
平
等
な
個
人
（
ド
イ
ツ
民
法
第
三
条
）
で
あ
る
必
要

が
あ
り
、
合
理
的
経
済
人
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
人
」
と
し
て
、「
第
一
編　

総
則
」
に
規
定
さ
れ
た
（
法
は
、
逆

に
、
合
理
的
経
済
能
力
を
欠
く
者
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
を
設
け
た
。
第
四
条
か
ら
第
二
一
条
）。
他
方
、「
家
」（
国
家
の
基
本
）

を
守
る
た
め
に
、
夫
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
親
と
し
て
、
子
と
し
て
、
の
「
身
分
」
に
あ
る
「
人
」
の
法
と
し
て
、「
第
四
編　

親
族
」
が

形
成
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
自
由
な
合
理
的
経
済
人
で
は
な
く
、
強
力
な
国
家
の
基
盤
と
し
て
の
「
家
父
長
制
家
族
」
の
一
員
と
し

て
の
夫
、
妻
、
親
、
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
人
の
法
」
を
分
解
し
て
、
一
方
で
、「
自
由
人
」（「
総
則
」）、
他
方
で
「
家
父
長
制
下

の
人
」（「
親
族
」）
を
規
定
し
た
の
は
、
後
進
資
本
主
義
国
家
ド
イ
ツ
帝
国
の
民
法
体
系
、
そ
し
て
大
日
本
帝
国
の
民
法
体
系
と
し
て
、
必

然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
（
三
〇
五
七
）
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第
四　

結
び

⑴　

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
親
族
法
」
と
「
相
続
法
」
の
生
成
は
、
一
八
世
紀
の
近
代
自
然
法
思
想
の
産
物
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
＂
グ
ロ
ー
バ
ル
化
＂
の
産
物
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

時
と
所
を
問
わ
な
い
自
然
法
の
中
で
、
時
と
所
を
重
視
す
る
「
親
族
」
と
「
相
続
」
に
つ
い
て
の
法
は
、
時
と
所
を
問
わ
な
い
財
産
法
か
ら

区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

そ
し
て
、
現
在
、
文
字
通
り
の
＂
グ
ロ
ー
バ
ル
化
＂
時
代
に
あ
っ
て
は
、
取
引
社
会
の
共
通
化
の
進
行
と
、
価
値
の
多
様
化
に
伴
う
家

族
制
度
の
多
様
化（

24
）は

、
両
法
分
野
の
峻
別
を
、
よ
り
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
国
民
国
家
が
存
在
す
る
限
り
、

家
族
制
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
不
可
欠
で
あ
り
、
先
の
多
様
化
と
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
衝
突
こ
そ
が
、
近
未
来
の
「
家
族
法
」
の
最
大

の
問
題
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
当
然
に
解
釈
論
に
も
影
響
す
る
こ
と
と
な
ろ
う（

25
）。

（
1
）　

正
確
に
い
う
と
、
ド
イ
ツ
民
法
典
で
は
、
第
二
編
が
「
債
権
（Schuldrecht

）、
第
三
編
が
「
物
権
（Sachenrecht

）」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
民
法
典

が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
「
草
案
」
の
順
序
に
倣
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
前
田
達
明
「
口
述
債
権
総
論
第
三
版
」
一
九
九
三
年
（
成
文
堂
）
八
頁

参
照
。

（
2
）　

こ
れ
に
対
し
て
、「
旧
民
法
」（
明
治
二
三
年
公
布
。
い
わ
ゆ
る
「
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
民
法
」。
前
田
達
明
「
史
料
民
法
典
」
二
〇
〇
四
年
（
成
文
堂
）
九
四
二
頁
）
に

お
い
て
は
、「
親
族
」
に
該
当
す
る
の
は
「
人
事
編
」
で
あ
り
、「
相
続
」
に
該
当
す
る
の
は
「
財
産
取
得
編
」
の
「
第
十
三
章　

相
続
」「
第
十
四
章　

贈
与
及
ヒ
遺
贈
」

で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
「
第
十
五
章
」
は
「
夫
婦
財
産
契
約
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
は
、
日
本
の
「
慣
習
習
俗
」
を
考
慮
し
て
立
法
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
ボ

ワ
ソ
ナ
ア
ド
で
は
な
く
、
日
本
人
の
手
で
起
草
さ
れ
た
が
（
石
井
良
助
「
民
法
典
の
編
纂
」
一
九
七
九
年
（
創
文
社
）
二
三
一
頁
、
高
橋
良
彰
「
旧
民
法
典
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
起
草
部
分
以
外
（
法
例
。
人
事
編
・
取
得
編
後
半
）
の
編
纂
過
程
」
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
第
八
号
二
〇
〇
七
年
五
六
頁
）、「
人
事
編
」
は

　
（
三
〇
五
八
）
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イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ー
オ
ー
ネ
ン
体
系
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
「
第
一
編　

人
（des P

ersonnes

）」
に
、「
財
産
取
得
編
の
第
十
三
、十
四
、十
五
章
」
は
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
の
「
第
三
編　

所
有
権
取
得
の
諸
方
法
（des différentes m

anières dont on acquiert la propriêtê

）」
の
「
第
一
、二
章
」
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
（
前

田
達
明
「
史
料
民
法
典
」
二
〇
〇
四
年
（
成
文
堂
）
四
頁
）。
と
こ
ろ
で
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ー
オ
ー
ネ
ン
体
系
は
、「
イ
ー
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
テ
ィ
オ
ー
ネ

ー
ス
」
に
由
来
す
る
。「
イ
ー
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
テ
ィ
オ
ー
ネ
ー
ス
（institutiones.

「
法
学
提
要
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。）」
と
は
、ラ
テ
ン
語
のinstituo

（
教
化
す
る
）

か
ら
き
て
い
て
、
古
典
期
の
法
学
者
ガ
ー
イ
ウ
ス
（G

aius. 

二
世
紀
の
法
学
者
）
が
、
法
学
の
教
科
書
と
し
て
著
し
た
「
法
学
提
要
」（
船
田
享
二
訳
「
ガ
イ
ウ
ス
法

学
提
要
（
新
版
）」
一
九
六
七
年
（
有
斐
閣
）
参
照
）
の
形
式
に
な
ら
っ
て
、
次
の
よ
う
な
体
系
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

緒
論

　
　
　

1
．
市
民
法
と
万
民
法　
　

2
．
法
の
形
式　
　

3
．
法
の
分
類

　
　
　
　

第
1
章　

人
の
法

　
　
　
　
　

1
．
自
由
人
と
奴
隷

　
　
　
　
　

2
．
生
来
の
自
由
人
と
被
解
放
自
由
人

　
　
　
　
　

3
．
生
来
の
自
由
人

　
　
　
　
　

4
．
被
解
放
自
由
人
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　

降
服
者
、
ロ
ー
マ
市
民
と
ラ
テ
ン
人
、
ラ
テ
ン
人
と
降
服
者
と
の
相
違

　
　
　
　
　

5
．
ア
エ
リ
ア
＝
セ
ン
チ
ア
法

　
　
　
　
　

6
．
フ
フ
ィ
ア
＝
カ
ニ
ニ
ア
法

　
　
　
　
　

7
．
自
主
権
者
と
他
主
権
者

　
　
　
　
　
　
　
　

 

他
主
権
者
の
種
類
、
家
長
権
に
服
す
る
者
、
夫
権
に
服
す
る
女
子
、
手
権
に
服
す
る
者
、
権
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
方
法

　
　
　
　
　

8
．
後
見
と
保
佐

　
　
　
　
　
　
　
　

後
見
、
保
佐
人
、
後
見
人
・
保
佐
人
の
責
任

　
　
　
　

第
2
章　

物
の
法

　
　
　
　
　

1
．
物
の
分
類

　
（
三
〇
五
九
）
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財
産
中
に
あ
る
物
と
財
産
外
に
あ
る
物
、
有
体
物
と
無
体
物
、
手
中
物
と
非
手
中
物　

　
　
　
　
　

2
．
各
個
の
物
の
取
得
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　

 

市
民
法
上
の
取
得
方
法
、
自
分
の
所
有
物
を
移
転
す
る
能
力
の
な
い
者
と
他
人
の
所
有
物
を
移
転
す
る
能
力
を
も
つ
者
、
市
民
法
上
の
取
得
方
法
と

自
然
法
上
の
取
得
方
法
、
後
見
に
服
す
る
者
の
取
得
、
権
力
に
服
す
る
者
に
よ
る
取
得

　
　
　
　
　

3
．
物
の
包
括
取
得

　
　
　
　
　
　
　
　

相
続
と
遺
産
占
有
、
総
財
産
の
売
却
、
他
人
の
家
長
権
内
に
入
る
場
合
、
相
続
財
産
の
法
廷
譲
歩

　
　
　
　
　

4
．
債
権

　
　
　
　
　
　
　
　

債
権
の
最
高
の
分
類
、
契
約
か
ら
発
生
す
る
債
権
、
不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
債
権

　
　
　
　

第
3
章　

訴
訟
の
法

　
　
　
　
　

1
．
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　

訴
訟
の
分
類
、
訴
訟
の
当
事
者
、
訴
権
の
消
滅

　
　
　
　
　

2
．
抗
弁

　
　
　
　
　
　
　
　

 

抗
弁
の
目
的
・
起
源
お
よ
び
形
式
、
抗
弁
の
効
力
。
永
久
抗
弁
と
猶
予
抗
弁
、
反
抗
弁
・
再
抗
弁
お
よ
び
反
再
抗
弁
、
前
加
文

　
　
　
　
　

3
．
特
示
命
令

　
　
　
　
　
　
　
　

特
示
命
令
の
分
類
、
特
示
命
令
の
手
続
と
効
果

　
　
　
　
　

4
．
乱
訴
の
制
裁
と
反
訴

　
　
　
　
　

5
．
敗
訴
者
に
破
廉
恥
の
汚
点
を
つ
け
る
訴
訟

　
　
　
　
　

6
．
法
廷
招
致
と
再
出
頭
保
証
契
約

　
　
　

こ
れ
は
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
六
世
紀
～
一
五
世
紀
）
に
お
い
て
、
法
学
校
の
教
科
書
と
し
て
公
布
施
行
さ
れ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
碧
海
純
一
＝
伊
藤
正
己
＝

村
上
淳
一
「
法
学
史
」
一
九
七
六
年
（
東
大
出
版
会
）
二
五
頁
以
下
（
柴
田
光
蔵
））。

（
3
）　

古
典
期
た
る
一
、二
世
紀
頃
、
ロ
ー
マ
市
は
、
約
一
〇
〇
万
人
の
人
口
を
も
っ
て
お
り
、
地
中
海
を
中
心
に
、
大
商
業
が
展
開
さ
れ
て
、
高
度
の
文
化
を
も
っ
て
い

た
（「
古
代
資
本
主
義
」。
柴
田
光
蔵
「
ロ
ー
マ
法
概
説
」
一
九
八
一
年
（
玄
文
社
）
一
一
〇
頁
）。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
法
は
、
そ
の
よ
う
な
高
い
文
化
度
を
反
映
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
貴
族
を
は
じ
め
と
す
る
富
裕
な
市
民
の
た
め
の
現
象
で
あ
り
、
一
般
大
衆
全
体
の
消
費
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
形
成
さ
れ
た
の
で

　
（
三
〇
六
〇
）
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は
な
く
、
人
口
密
度
も
、
ロ
ー
マ
市
な
ど
を
除
い
て
、
ロ
ー
マ
盛
時
で
も
、
1
㎢
あ
た
り
奴
隷
も
含
め
て
一
五
、六
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義

的
生
産
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
増
田
四
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
」
一
九
六
七
年
（
岩
波
書
店
）
六
九
頁
以
下
）。

（
4
）　
「
デ
ィ
ー
ゲ
ス
タ
（D

igesta.

「
学
説
集
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。）」
と
は
、ラ
テ
ン
語
のdigero

（
解
明
す
る
）
に
由
来
す
る
。
ま
た
、「
パ
ン
デ
ク
タ
エ
（P

andectae.
「
学
説
彙い

纂さ
ん

」
と
訳
さ
れ
て
い
る
）」
と
は
、π

α
ν
―δε
κ
τ
α
ι

と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
に
由
来
し
、π

α
ν

（PA
N

＝
全
）
とδε

κ
τ
α
ι

（dexom
ai

）（δεχ
ομ
α
ι

＝

受
け
入
れ
る
、
聞
き
入
れ
る
、
理
解
す
る
。）
の
合
成
語
で
、＂
生
じ
た
こ
と
や
言
わ
れ
た
こ
と
が
全
て
含
ま
れ
て
い
る
＂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
英
語
の

encyclopedia
に
あ
た
る
。
な
お
、
こ
のδεχ

ομ
α
ι

の
音
を
移
し
た
の
が
、
ラ
テ
ン
語
のdicto

（
言
う
、
命
令
す
る
）、dictum

（
言
説
、
命
令
、
神
託
）
で
あ
る
。

「
学
説
彙
纂
」
は
、
ロ
ー
マ
法
の
最
盛
期
た
る
古
典
期
（B

.C
.27

～A
.D

.284

）
の
法
学
者
の
学
説
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
説
と
い
っ
て
も
、
今
日
の
学
説
と
違

っ
て
、「
デ
ィ
ー
ゲ
ス
タ
」
に
採
録
さ
れ
て
い
る
法
学
者
達
は
、
い
わ
ゆ
る
「（
勅
許
）
解
答
権
」（
ロ
ー
マ
皇
帝
の
認
許
に
も
と
づ
い
て
法
律
問
題
に
つ
い
て
解
答
す

る
権
限
が
与
え
ら
れ
、そ
の
解
答
は
法
律
と
し
て
通
用
し
た
、と
い
わ
れ
て
い
る
。）
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、そ
の
学
説
（
法
）
は
大
変
権
威
が
あ
っ
た
。

「
デ
ィ
ー
ゲ
ス
タ
」
は
、
法
文
総
数
九
一
四
二
あ
り
、
五
〇
巻
か
ら
成
り
、
現
代
の
ロ
ー
マ
法
研
究
者
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
七
部
に
わ
け
て
い
る
。

　
　
　

第
1
部
（
第
1
巻
～
第
4
巻
）

　
　
　
　

第
1
巻
＝
法
の
概
念
、
法
源
、
人
の
地
位
、
政
務
官
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　
　

第
2
、
3
、
4
巻
＝
私
法
一
般
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　

第
2
部
（
第
5
巻
～
第
11
巻
）
＝
裁
判
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　

第
3
部
（
第
12
巻
～
第
19
巻
）
＝
物
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　

第
4
部
（
第
20
巻
～
第
27
巻
）
＝
売
買
、
利
息
、
海
上
消
費
貸
借
、
証
書
、
証
人
、
証
拠
、
婚
姻
、
後
見
、
保
佐
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　

第
5
部
（
第
28
巻
～
第
36
巻
）
＝
遺
言
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　

第
6
部
（
第
37
巻
～
第
44
巻
）
＝
相
続
財
産
、
贈
与
、
奴
隷
解
放
な
ど
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　

第
7
部
（
第
45
巻
～
第
50
巻
）

　
　
　
　

第
45
、
46
、
47
巻
＝
契
約
、
不
法
行
為
な
ど
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　
　

第
48
、
49
巻
＝
刑
事
法
に
つ
い
て
の
法
文

　
　
　
　

第
50
巻
＝
主
と
し
て
行
政
法
に
つ
い
て
の
法
文

　
（
三
〇
六
一
）
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以
上
は
、
概
略
で
あ
っ
て
、
柴
田
光
蔵
＝
西
村
重
雄
「
学
説
彙
纂
第
四
八
巻
邦
訳
（
1
）（
2
）」
法
学
論
叢
一
九
七
〇
年
八
七
・
四
・
一
、五
・
一
に
表
題
の
詳
し
い
翻

訳
が
あ
る
。

　
　
　

そ
し
て
、
先
の
「
法
学
提
要
」
と
「
学
説
彙
纂
」
と
「
勅
法
集
（C

odex

）」
の
三
部
が
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
（A

.D
.483

～565

）
皇

帝
（
そ
の
時
代
を
ユ
帝
時
代
と
い
う
。）
が
命
じ
て
編
纂
さ
れ
た
「
ロ
ー
マ
法
大
全
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
し
た
。

（
5
）　

近
代
自
然
法
思
想
と
は
、
法
は
人
間
の
本
性
あ
る
い
は
理
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
法
と
は
、
全
て
の
人
間
に
通
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
自
然
法
思
想
は
、
幾
何
学
の
手
法
を
法
学
へ
持
ち
込
も
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
近
代
自
然
法
論
の
確
立
者
と
さ
れ
る
ホ
ッ
ブ
ス

（H
obbes. 

イ
ギ
リ
ス
。
一
五
八
八
～
一
六
七
九
）
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
は
じ
め
自
然
科
学
に
通
じ
て
い
た
（
上
山
安
敏
「
法
社
会
史
」
一
九
六
六
年
（
み

す
ず
書
房
）
一
七
五
頁
以
下
、
石
部
雅
亮
「
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
」
一
九
六
九
年
（
有
斐
閣
）
四
四
頁
以
下
、
三
島
淑
臣
「
法
思
想
史
︹
新
版
︺」　

二
〇
〇
一

年
（
青
林
書
院
） 

二
二
一
頁
、
笹
倉
秀
夫
「
法
思
想
史
講
義
︹
下
︺」
二
〇
〇
七
年
（
東
大
出
版
）
四
六
頁
）。

（
6
）　

例
え
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 Sm

ith. 

イ
ギ
リ
ス
。
一
七
二
三
～
一
七
九
〇
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
な
に
か
自
然
法
学

の
正
規
の
体
系
ら
し
い
も
の
を
世
界
に
与
え
よ
う
と
し
た
、最
初
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
水
田
洋
訳
）「
法
学
講
義
」
二
〇
〇
五
年
（
岩

波
書
店
）
一
七
頁
。
な
お
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
水
田
洋
訳
）「
道
徳
感
情
論
（
下
）」
二
〇
〇
三
年
（
岩
波
書
店
）
四
〇
〇
頁
参
照
）。
近
時
は
、
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
＂
尊
称
＂
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
有
力
で
あ
る
。
大
沼
保
昭
編
「
戦
争
と
平
和
の
法
（
補
正
版
）」
一
九
九
五
年
（
東
信
堂
）
二
六
六
頁
（
柳

原
正
治
）、
三
島
淑
臣
・
前
掲
書
二
一
三
頁
。
な
お
、
笹
倉
秀
夫
・
前
掲
書
七
一
頁
。

（
7
）　

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、「
自
然
法
」
は
、「
世
俗
的
自
然
法
」
と
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
」（
も
っ
と
も
、
彼

自
身
は
無
神
論
者
で
は
な
か
っ
た
）、
人
間
の
「
理
性
」
か
ら
「
自
然
法
」
が
現
れ
る
と
し
て
、「
世
俗
的
自
然
法
」（
理
性
法
）
の
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
（
加
藤
新

平
「
法
思
想
史
」
一
九
五
二
年
（
勁
草
書
房
）
六
六
頁
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
（
大
木
雅
夫
訳
）「
近
世
私
法
史
要
論
」
一
九
九
三
年
（
有
信
堂
）
七
八
頁
）。
と
こ
ろ
で
、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
も
、「
親
族
」
と
「
相
続
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
戦
争
と
平
和
の
法
（de jure belli acpacis, 1622

～1624. 1625

）」「
第
二

巻　

第
一
章
」
に
お
い
て
、
正
し
い
「
戦
争
の
原
因
」
と
し
て
「
自
己
お
よ
び
財
産
の
防
衛
」
を
説
き
、「
第
二
章
」
に
お
い
て
共
有
の
物
、「
第
三
章
」
に
お
い
て

物
の
「
原
始
取
得
」、「
第
四
章
」
に
お
い
て
「
推
定
的
放
棄
」
と
「
先
占
」「
使
用
取
得
」
と
「
時
効
取
得
」、「
第
五
章
」
に
お
い
て
「
対
人
権
」
の
「
原
始
取
得
」（
親

権
、
父
権
、
婚
姻
、
従
属
者
と
奴
隷
に
対
す
る
権
利
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
る
）、「
第
六
章
」
に
お
い
て
「
人
間
行
為
に
よ
る
承
継
取
得
」（
遺
言
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
る
）、「
第

七
章
」
に
お
い
て
「
法
規
に
よ
る
承
継
取
得
」（
無
遺
言
相
続
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
る
）、「
第
十
二
章
」
に
お
い
て
「
契
約
」、「
第
十
七
章
」
に
お
い
て
「
損
害
」
と
賠

償
「
義
務
」、「
第
二
十
二
章
」
に
お
い
て
「
不
正
な
戦
争
原
因
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、明
ら
か
な
よ
う
に
、「
親
族
」
も
「
相
続
」
も
「
戦
争
」
の
＂
正

　
（
三
〇
六
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当
原
因
＂
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
多
く
の
戦
争
が
、
王
族
の
婚
姻
、
親
子
関
係
そ
し
て
相
続
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
反

映
で
あ
る
（
大
沼
保
昭
編
・
前
掲
書
二
六
六
頁
（
柳
原
正
治
））。
例
え
ば
、「
百
年
戦
争
（
一
三
三
九
～
一
四
五
三
）」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ペ
ー
王
朝
の
シ
ャ
ル
ル

四
世
（
一
三
二
二
～
二
八
在
位
）
が
死
去
し
て
、
傍
系
の
ヴ
ァ
ロ
ア
王
朝
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
六
世
（
一
三
二
八
～
五
〇
在
位
）
が
即
位
す
る
と
、
シ
ャ
ル
ル
四
世
の
姉

イ
ザ
ベ
ル
の
息
子
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
王
朝
の
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
（
一
三
二
七
～
七
七
在
位
）
が
フ
ラ
ン
ス
王
位
継
承
権
（
相
続
）
を
主
張
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
へ
侵
攻
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

　
　
　

さ
ら
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
こ
の
名
著
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
を
執
筆
し
た
直
接
の
動
機
は
「
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
（
八
十
年
戦
争
。
一
五
六
八
～

一
六
四
八
）」、「
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八
～
一
六
四
八
）」
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
血
で
血
を
洗
う
戦
い
へ
の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
嫌
悪
感
で
あ
っ
た
」、「
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
生
誕
か
ら
死
ま
で
の
六
二
年
間
は
、
そ
の
ま
ま
す
っ
ぽ
り
ネ
ー
テ
ル
ラ
ン
ド
独
立
戦
争
の
八
〇
年
に
包
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
大
沼

保
昭
編
・
前
掲
書
一
七
頁
（
山
下
泰
子
））。
こ
れ
ら
の
戦
争
の
遠
因
も
「
婚
姻
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
は
一
五
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
王
家
（
カ
ペ
ー
王
朝
）

の
分
家
で
あ
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
（
森
田
安
一
編
「
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
」
一
九
九
八
年
（
山
川
出
版
社
）
二
一
〇
頁
）。
そ
し
て
、
そ
の

女
相
続
人
マ
リ
ア
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
と
婚
姻
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
領
地
と
な
っ
た
。
他
方
、
一
四
七
九
年
に
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ
ェ
ル

〔
仏
カ
ペ
ー
王
朝
〕

フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世

フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世

シ
ャ
ル
ル

（
ヴ
ァ
ロ
ア
伯
）

フ
ィ
リ
ッ
プ
六
世

ル
イ
十
世

イ
ザ
ベ
ル

エ
ド
ワ
ー
ド
三
世

（
英
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
王
朝
）

エ
ド
ワ
ー
ド
二
世

フ
ィ
リ
ッ
プ
五
世

シ
ャ
ル
ル
四
世

　
（
三
〇
六
三
）
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ナ
ン
ド
二
世
と
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ア
王
女
イ
ザ
ベ
ル
が
婚
姻
し
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
が
生
ま
れ
（
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
両
国
共
に
別
の
法
、
統
治
制
度
、
議
会
、
貨
幣
、

租
税
、
軍
制
な
ど
を
維
持
し
、「
統
一
国
家
」
の
出
現
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
立
石
博
高
編
「
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
史
」
二
〇
〇
〇
年
（
山
川
出
版
社
）

一
四
一
頁
）、
二
人
の
間
に
娘
フ
ァ
ナ
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
が
フ
ァ
ナ
（
中
野
京
子
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
一
二
の

物
語
」
二
〇
〇
八
年
（
光
文
社
）
三
六
頁
）
と
婚
姻
し
、
そ
の
子
カ
ー
ル
五
世
（
カ
ル
ロ
ス
一
世
。
一
五
一
九
～
一
九
五
六
在
位
）
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
オ
ラ
ン

ダ
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ー
ル
五
世
の
子
フ
ェ
リ
ペ
二
世
（
一
五
五
九
～
九
八
在
位
）
は
、
新
教
の
強
い
オ
ラ
ン
ダ
に
宗
主
国
ス
ペ
イ

ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
強
制
し
、
さ
ら
に
都
市
に
重
税
を
課
し
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
の
貴
族
や
商
工
業
者
が
反
発
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
が
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
で
あ

る
（
一
五
六
八
年
）。

　
　
　

し
た
が
っ
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
、「
親
族
」
や
「
相
続
」
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
の
は
、
私
法
的
観
点
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
私
法
学
へ
の
グ
ロ
テ

ィ
ウ
ス
の
寄
与
は
、
む
し
ろ
、
彼
の
「
オ
ラ
ン
ダ
法
学
入
門
（Inleiding tot de H

ollandsche R
echts-geleertheyd, 1619-1621. 1631. L

ee, T
he jurisprudence 

of H
olland by H

ugo G
rotius, 1926

を
参
照
）」
に
み
ら
れ
る
（
大
沼
保
昭
編
・
前
掲
書
二
六
七
頁
（
柳
原
正
治
））。
こ
の
著
書
（
以
下
、
本
書
と
い
う
。）
は
、
三

部
か
ら
な
り
、
ま
ず
、「
第
一
部　

法
の
諸
原
則
と
人
の
法
的
状
態
に
つ
い
て　

第
一
章　

法
学
と
正
義
に
つ
い
て
、
第
二
章　

法
の
諸
々
の
種
類
と
そ
の
機
能
に
つ

い
て
、
第
三
章　

人
の
法
的
状
態
に
つ
い
て
、
第
四
章　

完
全
能
力
と
制
限
能
力
に
つ
い
て
、
第
五
章　

婚
姻
に
つ
い
て
、
第
六
章　

両
親
が
生
存
し
て
い
る
子
に

つ
い
て
、
第
七
章　

孤
児
と
後
見
人
の
任
命
に
つ
い
て
、
第
八
章　

後
見
人
の
権
限
に
つ
い
て
、
第
九
章　

後
見
人
の
義
務
に
つ
い
て
、
第
十
章　

後
見
の
終
了
方
法
、

第
十
一
章　

成
年
後
見
に
つ
い
て
、
第
十
二
章　

嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
、
第
十
三
章　

本
国
人
と
外
国
人
に
つ
い
て
、
第
十
四
章　

貴
族
と
平
民
に
つ
い
て
、

第
十
五
章　

聖
職
者
と
俗
人
に
つ
い
て
」、
そ
し
て
、「
第
二
部　

物
権
に
つ
い
て　

第
一
章　

物
の
法
的
状
態
と
そ
の
分
類
に
つ
い
て
、
第
二
章　

占
有
権
に
つ
い
て
、

第
三
章　

所
有
権
に
つ
い
て
、
所
有
権
の
種
類
に
つ
い
て
、
所
有
権
の
取
得
方
法
、
第
四
章　

無
主
物
（res nullius

）
の
取
得
に
つ
い
て
、
第
五
章　

前
主
の
承
諾

に
よ
る
取
得
に
つ
い
て
、
第
六
章　

果
実
の
取
得
に
つ
い
て
、
第
七
章　

時
効
に
よ
る
取
得
に
つ
い
て
、
第
八
章　

加
工
と
混
同
と
混
合
に
よ
る
取
得
に
つ
い
て
、
第

九
章　

流
砂
、
溢
水
、
沖
積
に
よ
る
増
地
の
取
得
に
つ
い
て
、
第
十
章　

動
産
、
不
動
産
そ
し
て
農
作
物
の
作
出
と
付
合
に
よ
る
取
得
に
つ
い
て
」
記
述
し
、
そ
し

て
「
第
十
一
章
～
十
三
章
」
は
婚
姻
と
財
産
の
関
係
に
つ
い
て
、「
第
十
四
章
～
第
三
十
一
章
」
は
相
続
（
遺
言
相
続
と
無
遺
言
相
続
）
に
つ
い
て
、「
第
三
十
二
章

　

完
全
所
有
権
の
喪
失
方
法
に
つ
い
て
」、「
第
三
十
三
章　

不
完
全
所
有
権
一
般
に
つ
い
て
」、「
第
三
十
四
章　

都
市
役
権
に
つ
い
て
」、「
第
三
十
五
章　

田
園
役

権
に
つ
い
て
」、「
第
三
十
四
章
～
第
四
十
六
章
」
は
用
益
権
に
つ
い
て
、「
第
四
十
七
章
～
第
四
十
八
章
」
は
担
保
物
権
に
つ
い
て
、
記
述
し
て
い
る
。
最
後
に
、「
第

三
部　

債
権
に
つ
い
て　

第
一
章　

債
務
一
般
と
そ
の
発
生
原
因
と
種
類
に
つ
い
て
、
第
二
章　

贈
与
に
つ
い
て
、
第
三
章　

契
約
・
主
た
る
債
務
者
と
保
証
人
に

つ
い
て
」
記
述
し
、「
第
四
章
～
第
二
十
五
章
」
は
契
約
一
般
と
契
約
類
型
に
つ
い
て
、「
第
三
十
章
」
は
不
当
利
得
、「
第
三
十
二
章
～
第
三
十
八
章
」
は
不
法
行
為

　
（
三
〇
六
四
）
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号

に
つ
い
て
、「
第
三
十
九
章
～
第
五
十
二
章
」
は
債
務
の
消
滅
（
例
は
、
弁
済
や
時
効
消
滅
）
等
に
つ
い
て
、
記
述
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
の
私
法
体
系
は
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ー
オ
ー
ネ
ン
体
系
を
完
全
に
脱
却
は
し
て
い
な
い
が
、「
物
権
」、「
債
権
」
と
い
う
編
別
は
、
正
に
パ
ン
デ
ク

テ
ン
体
系
で
あ
る
。
そ
し
て
、
テ
ィ
ー
メ
（T

hiem
e

）
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
本
書
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
実

務
的
法
問
題
の
体
系
化
を
達
成
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、「
自
然
私
法
」
の
「
父
（die V

aterschaft

）」
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、

弁
護
士
と
し
て
、
長
年
、
実
務
に
携
わ
り
、
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
、
本
書
に
お
い
て
、
自
然
法
的
、
ロ
ー
マ
法
的
、
ド
イ
ツ
法
的
構
成
要
素
を
も
っ
て
、
ま
っ
た

く
独
自
の
私
法
体
系
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
本
書
は
、
自
然
法
の
歴
史
に
お
い
て
、
看
過
で
き
ず
、
ま
た
、
後
の
自
然
私
法
の
全
て
の
体
系
が
そ
れ
に
由
来
す

る
も
の
で
、
本
書
に
お
い
て
も
、「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
然
法
学
的
で
あ
る
」（M

itteis
）
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
、
と
（T

hiem
e, D

as N
aturecht und die 

 

〔
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ア
王
女
〕

イ
ザ
ベ
ル 

（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ア
王
女
イ
ザ
ベ
ル
一
世
）

マ
リ
ア

フ
ァ
ナ

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
二
世

（
一
四
七
九
〜
一
五
一
六
在
位
）

〔
ア
ラ
ゴ
ン
王
〕

カ
ー
ル
五
世
（
カ
ル
ロ
ス
一
世
）　　
　
　
　
　

フ
ェ
リ
ペ
二
世 

〔
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
〕

女
相
続
人
マ
リ
ア

フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世

（
一
四
九
三
〜
一
五
一
九
在
位
）

〔
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
〕

　
（
三
〇
六
五
）
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europäishce P
rivatrechtsgeschichte, 2. A

ufl., 1954, S.19ff

）。

　
　
　

な
お
、
本
書
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
初
頭
に
新
し
い
立
法
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、「
実
用
書
（a book of practiece

）」
と
し
て
、
し
ば
し
ば
版
を

重
ね
広
く
読
ま
れ
（L

ee, op.cit., p. vii

）、
ま
た
現
在
で
も
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
（
大
沼
保
昭
・
前
掲
書
二
七
三
頁
（
柳
原
正
治
））。

（
8
）　

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
、
私
法
上
の
「
意
思
理
論
」
の
最
初
の
確
立
者
と
す
る
考
え
に
つ
い
て
は
、
筏
津
安
恕
「
私
法
の
一
般
理
論
の
成
立
要
件　

―
意
思
自
由

論
か
行
為
自
由
論
か
―
」
法
学
六
九
号　

二
〇
〇
五
年　

八
三
一
頁
。
な
お
、
笹
倉
秀
夫
・
前
掲
書
七
三
頁
。

（
9
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
末
に
主
張
さ
れ
た
思
想
で
、
人
間
的
自
然
的
理
性
を
尊
重
し
て
、
新
秩
序
建
設
を
目
指
し
た
。
す
な
わ
ち
、
啓
蒙

（enlightenm
ent, lum

ieres, A
ufklarung

）
と
は
、
一
六
～
一
七
世
紀
に
科
学
上
の
大
発
見
が
起
こ
り
、
宇
宙
は
、
解
明
で
き
、
神
秘
で
な
く
な
り
、
全
て
の
こ
と
は
、

人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
ロ
バ
ー
ツ
（
大
久
保
桂
子
訳
）「
図
説
・
世
界
の
歴
史
5
」
一
九
八
二
年
（
小
峰
書
店
）
一
一
〇
頁
）。

（
10
）　

G
em

eines R
echt

た
る
ロ
ー
マ
法
、
と
く
に
「
デ
ィ
ー
ゲ
ス
タ
」
＝
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」（
学
説
彙
纂
）
を
研
究
し
た
の
で
、
一
九
世
紀
普
通
法
学
あ
る
い
は
パ
ン

デ
ク
テ
ン
法
学
と
呼
ば
れ
る
。

（
11
）　

も
っ
と
も
、フ
ー
ゴ
ー
（G

ustav H
ugo.

一
七
六
四
～
一
八
四
四
。
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
（
鈴
木
禄
弥
訳
）。「
近
世
私
法
史
」
一
九
六
一
年
（
創
文
社
）
四
六
九
頁
）
は
、

そ
の
著
「
現
代
ロ
ー
マ
法
提
要
（Institutionen des heutigen R

öm
ischen R

echts, 1789

）」
に
お
い
て
、「
序
論
（「E

inleitung

」）．
Ⅰ
．
物
的
諸
権
利

（R
ealrechte

）、Ⅱ
．
人
的
諸
債
務
（P

ersönliche O
bligationen

）、Ⅲ
．
親
族
諸
権
利
（F

am
ilienrechte

）、Ⅳ
．
遺
産
（V

erlassenschaften

）、Ⅴ
．
訴
訟
（P

roceß

）」

と
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
、「
Ⅰ
．
物
に
つ
い
て
の
権
利
（Ius in R

em

）．
所
有
権
（E

igentum

）、用
益
権
（Servitut

）、質
（
抵
当
）
権
（P

fandrecht

））」、「
Ⅱ
．

債
務
．
人
に
対
す
る
権
利
（O

bligatio. Ius in personam
）．
1
．
物
に
対
す
る
権
利
と
の
関
係
（V

erhältniß
 zum

 jus in rem

）、2
．
債
務
の
発
生
諸
原
因
（Q

uellen 

des obligatio

）、
意
思
表
明
一
般
に
つ
い
て
（V

on W
illensäuß

erungen überhaupt

）、
要
物
契
約
（R

ealcontracte

）、
諾
成
契
約
（C

onsensual contracte

）、

不
法
行
為
と
種
々
の
原
因
に
も
と
づ
く
債
務
（obligatio ex delicto &

 variis causarum
 figuris

）、
3
．
債
務
の
消
滅
（E

nde der obligatio

）」、「
Ⅲ
．
親
族
の

諸
権
利
（F

am
ilien

＝R
echte

）．
婚
姻
（E

he

）、
父
権
（V

äterliche G
ew

alt

）」、「
Ⅳ
．
死
亡
を
前
提
と
す
る
諸
権
利
（R

echte, w
elche einen Todesfall 

voraussetzen

）．
1
．
相
続
一
般
（E

rbschaft überhanpt

）、
2
．
遺
言
に
も
と
づ
か
な
い
相
続
（E

rbschaft ab intestato

）、
3
．
最
終
意
思
（letzte 

W
illen

）．
相
続
人
の
指
定
（E

rbes E
insetzung

）．
他
の
定
め
（andere V

erordnungen

））」、と
い
う
体
系
を
採
用
し
、パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
を
最
初
に
創
始
し
た
、

と
さ
れ
て
い
る
（Schw

arz, a.a.O
.S.581.

平
野
裕
之
「
民
法
総
則
（
第
二
版
）」
二
〇
〇
六
年
（
日
本
評
論
社
）
三
頁
）。
し
か
し
、
彼
は
、
後
の
「
現
代
ロ
ー
マ
法

教
科
書
（L

ehrbuch des hetigen R
öm

ischen R
echts, 1816

）」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
そ
の
体
系
を
変
更
し
て
い
る
。「
序
論
」、「
一
般
概
念
。﹃
Ⅰ
．
人
の

種
類
。
Ａ
．
自
然
人
、
Ｂ
．
法
人
﹄。﹃
Ⅱ
．
物
の
種
類
。
Ａ
．
有
形
物
、
Ｂ
．
法
的
物
﹄。﹃
Ⅲ
．
行
為
の
種
類
。
Ａ
．
有
形
的
行
為
、
Ｂ
．
法
的
行
為
﹄」、「
各
論
あ

　
（
三
〇
六
六
）
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る
い
は
私
権
自
体
。﹃
Ⅰ
．
物
に
つ
い
て
の
理
論
。
Ａ
．「
家
族
関
係
と
遺
産
」
以
外
の
物
の
理
論
、
1
．
所
有
権
、
2
．
用
益
権
、
3
．
質
（
抵
当
）
権
。
Ｂ
．
家

族
関
係
の
物
へ
の
影
響
、
1
．
婚
姻
、
2
．
父
権
、
3
．
後
見
。
Ｃ
．
遺
産
、
1
．
法
定
相
続
の
結
果
、
2
．
遺
言
に
よ
る
相
続
の
結
果
、
3
．
他
の
終
意
の
定
め
。﹄

﹃
Ⅱ
．
債
権
に
つ
い
て
の
理
論
。
Ａ
．
債
務
、
1
．
契
約
、
2
．
加
害
行
為
、
3
．
混
合
さ
れ
た
事
例
（verm

ischte F
älle

）、
債
務
の
終
了
。
Ｂ
．
訴
権
。
Ｃ
．
裁

判
手
続
﹄」。

（
12
）　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
小
橋
一
郎
訳
）「
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
」
第
一
巻
（
一
八
四
〇
年
）（
一
九
九
三
年
、
成
文
堂
）
三
四
〇
頁
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
に
代

表
さ
れ
る
物
権
と
債
権
は
個
人
の
力
（M

acht

）
を
拡
張
す
る
法
律
関
係
（R

echtsverhältniß

）
で
あ
り
、
そ
の
総
体
を
財
産
法
（V

erm
ögensrecht

）
と
い
い
、

個
人
の
不
完
全
性
を
補
充
す
る
婚
姻
、
父
権
、
親
族
関
係
の
総
体
を
親
族
法
（F

am
ilienrecht

）
と
い
い
、
死
者
の
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
総
体
を
相
続
法

（E
rbrecht

）
と
い
う
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
小
橋
一
郎
訳
）・
前
掲
書
二
九
九
頁
以
下
）。

（
13
）　

actio in rem

は
、
物
に
対
す
る
訴
権
＝
対
物
訴
権
（
物
の
直
接
的
支
配
を
妨
げ
る
全
て
の
人
に
対
す
る
訴
権
（
例
え
ば
、rei vindicatio

）
で
、
物
の
直
接
的
支
配

自
体
が
回
復
で
き
た
）
で
あ
る
。
物
権
が
「
物
」
に
対
す
る
権
利
と
い
っ
て
も
、
法
そ
し
て
権
利
が
、
人
と
人
の
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
権
も
、
結
局
は
、
人

に
対
す
る
権
利
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
所
有
権
に
服
す
る
「
物
」
が
他
人
に
奪
わ
れ
た
ら
、
そ
の
盗
人
に
、
返
せ
！
と
請
求
す
る
権
利
（
物
権
的
請
求
権
）
が
、

そ
の
所
有
権
か
ら
出
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
（
瀧
澤
栄
治
訳
）「
ロ
ー
マ
物
権
法
講
義
」
二
〇
〇
七
年
（
大
学
教
育
出
版
）
三
五
頁
）。

actio in personam

は
、
人
に
対
す
る
訴
権
＝
対
人
訴
権
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、actio in personam

＝
債
務
者
の
み
に
給
付
を
請
求
し
得
る
訴
権
（
例
え
ば
、
買
主

の
購
入
訴
権
＝
売
主
に
対
し
て
買
っ
た
物
を
引
き
渡
せ
と
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
。actio em

pti

）
で
、
古
く
は
（
一
二
表
法
（
前
四
五
〇
年
頃
制
定
）
時
代
か

ら
、
前
三
世
紀
中
頃
ま
で
。
法
律
訴
訟
）、
債
務
者
の
身
体
へ
の
強
制
執
行
が
認
め
ら
れ
た
（
殺
害
あ
る
い
は
債
務
奴
隷
）。
そ
の
後
も
、
原
則
と
し
て
包
括
執
行
し

か
認
め
ら
れ
ず
（
方
式
書
訴
訟
）、
任
意
に
履
行
が
な
さ
れ
な
い
と
全
財
産
売
却
（bonorum

 venditio

）
を
行
な
い
（
法
務
官
の
執
行
）、
金
銭
弁
償
し
か
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
売
買
訴
権
で
は
、
買
主
は
、
当
該
目
的
物
を
入
手
し
得
る
保
障
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
物
」
へ
の
訴
権
で
な
い
か
ら
で
あ
る
（
ベ
ー
レ
ン
ツ
（
河

上
正
二
訳
）「
歴
史
の
中
の
民
法
」
二
〇
〇
一
年
（
日
本
評
論
社
）
三
二
四
頁
、
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
（
瀧
澤
栄
治
訳
）「
ロ
ー
マ
債
権
法
講
義
」
二
〇
〇
一
年
（
大
学

教
育
出
版
）
三
、四
頁
）。

（
14
）　

も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
が
、
真
に
表
明
し
た
か
っ
た
こ
と
は
「
物
権
で
も
債
権
で
も
な
い
第
三
の
種
類
の
権
利
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
三

島
淑
臣
「
婚
姻
の
人
倫
性
と
市
民
社
会
」（
加
藤
新
平
教
授
退
官
記
念
論
文
集
）
一
九
七
六
年
二
二
九
頁
。

（
15
）　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
私
の
選
択
意
思
（W

illkur

）
の
外
的
対
象
」
と
し
て
、「
有
体
物
」（
物
権
の
対
象
）、「
他
人
の
給
付
意
思
」（
債
権
の
対
象
）、「
私
と
の
関
係

に
お
け
る
他
の
あ
る
人
の
状
態
」（
妻
、子
、奉
公
人
。das auf dingliche A

rt persönliche R
echt

の
対
象
）
を
挙
げ
て
い
る
（
カ
ン
ト
（
樽
井
正
義
＝
池
尾
嘉
一
訳
）

　
（
三
〇
六
七
）
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六
〇
巻
七
号

「
人
倫
の
形
而
上
学
」
二
〇
〇
二
年
（
岩
波
書
店
）
六
九
頁
、永
尾
孝
雄
「
カ
ン
ト
家
族
法
論
の
現
代
性
」（
三
島
淑
臣
教
授
古
稀
祝
賀
論
文
集
）
二
〇
〇
三
年
二
〇
七
頁
）。

（
16
）　

カ
ン
ト
の
大
学
卒
業
論
文
（
一
七
四
六
年
）
は
、「
生
き
た
力
の
真
の
測
定
に
つ
い
て
の
考
察
」
と
い
う
「
力
学
」
の
論
文
で
あ
り
、
一
七
四
九
年
に
は
「
一
般
自

然
史
」、一
七
五
二
年
に
は
「
地
球
の
自
転
の
仕
方
に
変
化
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
」、一
七
五
四
年
に
は
「
火
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
（
野
田
又
夫
「
世

界
の
名
著
三
二　

カ
ン
ト
」
一
九
七
二
年
（
中
央
公
論
社
）
一
七
頁
以
下
。）

（
17
）　

そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
利
益
社
会
た
る
市
民
社
会
さ
え
、
今
日
の
意
味
で
の
福
祉
行
政
（P

olizei

）
の
担
い
手
と
な
る
べ
き
こ
と
を
も
主
張
し
て
い
た
、
と
さ
れ

る
（
小
川
仁
志
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
多
元
主
義
国
家
観
」
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
一
二
巻
二
〇
〇
六
年
（
こ
ぶ
し
書
房
）
一
五
五
頁
）。
な
お
、笹
倉
秀
夫
・
前
掲
書
一
一
一
頁
。

（
18
）　

H
egel, G

rundlinien der P
hilosophie des R

echts

（
法
哲
学
綱
要
）, 1821, §

161

（
藤
野
渉
＝
赤
澤
正
敏
訳
「
法
の
哲
学
」（「
世
界
の
名
著
」
3
三
五
）

一
九
六
七
年
（
中
央
公
論
社
）
三
八
八
頁
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
婚
姻
が
＂
家
族
（F

am
ilie

）
を
一
人
格
（eine P

erson

）
に
す
る
＂、
す
な
わ
ち
「
家
族
共
同
体
」
を

形
成
す
る
と
い
う
（§

163
）。
な
お
、（
長
谷
川
宏
訳
）「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
」
二
〇
〇
〇
年
（
作
品
社
）
三
一
九
頁
参
照
。
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
学
上
の
位

置
付
け
に
つ
い
て
は
、
碧
海
純
一
ほ
か
編
・
前
掲
書
一
三
四
頁
以
下
（
村
上
淳
一
）
に
詳
し
い
。
な
お
、
笹
倉
秀
夫
・
前
掲
書
一
一
七
頁
。

（
19
）　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
も
、親
族
は
三
つ
の
不
可
分
に
統
合
さ
れ
た
姿
を
得
る
、す
な
わ
ち
本
性
的
、道
徳
的
お
よ
び
法
的
姿
で
あ
る
、と
い
う
。
そ
し
て
、Hegel “N

aturrecht

（G
rundlinien der P

hilosophie des R
echts
）§

161

＂
が
「
婚
姻
は
法
的
な
道
徳
（
倫
理
）
的
愛
で
あ
る
」
と
す
る
の
を
、「
非
常
に
す
ば
ら
し
い
（sehr 

schön

）」
と
誉
め
称
え
て
い
る
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
小
橋
一
郎
訳
）・
前
掲
書
三
〇
八
頁
）。

　
　
　

こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
次
の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
課
題
、
目
的
は
、
人
間
の
本
性
の
道
徳
的
使
命
、
目
標
の
達
成
で
あ
り
（
彼

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
と
づ
く
）、
そ
れ
と
独
立
し
て
国
家
経
済
原
理
を
目
標
と
す
る
必
要
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
、
後
者
は
、
道
徳

的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
増
大
と
純
化
に
役
立
だ
け
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
は
、
一
つ
の
新
し
い
目
的
が
含
ま
れ
る
の
で
な
い
）

と
い
う
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
小
橋
一
郎
訳
）・
前
掲
書
七
〇
頁
）。

（
20
）　

第
一
六
二
六
条
～
第
一
六
八
二
条
。
母
は
、
父
が
死
亡
等
あ
る
い
は
離
婚
し
た
と
き
の
み
、
親
権
を
も
っ
た
。
第
一
六
八
四
条
～
第
一
六
九
八
条
。

（
21
）　

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
物
権
法
、
債
権
法
と
い
っ
た
区
別
は
な
く
、
特
に
、
我
々
が
、
今
、
債
権
法
と
し
て
扱
っ
て
い
る
問
題
は
、

所
有
権
の
取
得
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
し
か
も
、
相
続
や
遺
言
よ
り
後
の
章
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　

こ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
年
）
の
成
果
で
は
あ
る
が
、
法
典
自
体

0

0

0

0

は
意
外
と
保
守
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
（
川
島
武
宜
＝
三
藤
正
訳
）「
権
利
能
力
論
」
一
九
四
二
年
（
岩
波
書
店
）
一
〇
四
頁
以
下
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
＝
ケ
ッ
ツ
（
大
木
雅
夫
訳
）「
比
較
法

概
論
原
論
上
」
一
九
七
四
年
（
東
大
出
版
会
）
一
四
七
頁
以
下
）。
と
い
う
の
は
、
封
建
時
代
に
お
い
て
は
、
物
、
特
に
土
地
や
生
産
財
に
対
す
る
支
配
関
係
が
重
要

　
（
三
〇
六
八
）
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な
法
律
問
題
で
あ
り
（
今
で
い
う
物
権
法
）、
そ
の
所
有
権
な
ど
の
移
転
方
法
と
し
て
重
要
な
も
の
は
、
主
と
し
て
、
相
続
で
あ
り
、
遺
言
で
あ
り
（
大
土
地
所
有
者

た
る
貴
族
社
会
に
お
け
る
土
地
の
権
利
の
移
転
方
法
を
考
え
て
み
よ
う
）、
売
買
な
ど
の
契
約
に
よ
る
も
の
は
、
二
の
次
で
あ
っ
た
。
法
典
0

0

と
し
て
は
、
当
時
、
正
に

重
要
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
法
状
況
を
十
分
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
（
凡
そ
、
法
典
に
は
、
概
し
て
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
）。

　
　
　

さ
ら
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
意
志
に
よ
っ
て
、
秩
序
の
安
定
と
権
威
の
継
承
の
た
め
に
、
家
父
長
家
族
制
が
採
用
さ
れ
、
強
力
な
父
権
（
父
が
強
力
な
親
権
を
有
し
た
。

C
. c. 

第
三
七
三
条
～
第
三
八
七
条
）
と
夫
権
（
妻
は
夫
に
服
従
す
る
義
務
が
あ
り
（C

. c. 

第
二
一
三
条
）、
妻
は
行
為
無
能
力
者
で
あ
っ
た
（C

. c. 

第
二
一
五
条
～

第
二
二
五
条
）。
そ
れ
ら
は
、や
っ
と
一
九
三
八
年
の
改
正
で
廃
止
さ
れ
た
。）
を
規
定
し
、女
性
の
社
会
的
地
位
は
一
八
世
紀
よ
り
も
後
退
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
福

井
憲
彦
「
フ
ラ
ン
ス
史
」
二
〇
〇
一
年
（
山
川
出
版
社
）
二
七
九
頁
）。
さ
ら
に
、
制
定
時
に
は
、
血
族
の
い
る
場
合
に
は
、
妻
（
配
偶
者
）
の
相
続
権
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
（C

. c. 
第
七
六
七
条
）。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、「
財
産
法
」
に
お
い
て
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
思
想
」
を
肯
定
し
、「
家
族
法
」
に
お
い
て
は

否
定
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
法
」
一
九
八
五
年
（
東
大
出
版
会
）
一
九
、九
一
、三
二
九
、三
四
二
頁
）。
な
お
、
こ
の
妻
の
無
能

力
制
度
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
旧
民
法
典
（
人
事
編
第
六
八
条
～
第
七
二
条
）
さ
ら
に
現
行
民
法
典
（
第
一
四
条
～
第
一
八
条
）
に
継
受
さ
れ
、
一
九
四
七
年
廃

止
さ
れ
る
ま
で
存
在
し
た
。

（
22
）　

例
え
ば
、
ド
ル
ト
ム
ン
ト
市
の
人
口
は
一
八
一
六
年
に
四
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
八
六
四
年
に
は
二
八
〇
〇
〇
人
に
な
っ
た
。

（
23
）　

そ
し
て
「
市
民
社
会
」
も
国
家
の
統
制
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
で
あ
っ
た
。H

egel, a.a.O
., §
290

（
藤
野
渉
＝
赤
澤
正
敏
訳
・

前
掲
書
三
四
七
頁
図
1
）。

（
24
）　

大
村
敦
志
「
家
族
法
︹
第
2
版
補
訂
版
︺」
二
〇
〇
四
年
（
有
斐
閣
）
は
、「
婚
姻
家
族
の
法
」、「
非
婚
姻
家
族
／
準
婚
姻
家
族
の
法
」、「
拡
大
家
族
／
複
合
家
族

の
法
」
と
い
う
類
型
化
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
25
）　

例
え
ば
、
婚
姻
意
思
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
立
法
論
は
別
と
し
て
、
内
田
貴
「
民
法
Ⅳ　

補
訂
版
」
二
〇
〇
四
年
（
東
大
出
版
会
）
一
〇

頁
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
在
の
「
日
本
親
族
法
」
が
、「
私
的
保
護
法
」
と
し
て
の
機
能
を
も
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
日
本
の
社
会
保
障
制
度
の
実
状

に
鑑
み
、
近
未
来
に
お
い
て
、
そ
れ
が
全
て
「
公
的
保
護
法
」
に
移
行
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
に
＂
家
族
（
将
来
に

お
け
る
親
と
子
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
、
老
い
た
祖
父
母
を
含
め
た
）
共
同
体
を
形
成
す
る
意
思
＂
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
内
田
貴
・
前
掲
書
六
一

頁
の
い
う
「
行
為
規
範
」
の
視
点
に
よ
る
「
婚
姻
意
思
」
で
あ
る
（
な
お
、
内
田
貴
・
前
掲
書
五
八
頁
に
、「
実
質
的
」
意
思
と
「
形
式
的
」
意
思
と
い
う
の
は
、「
ネ

ー
ミ
ン
グ
」
が
妥
当
で
な
く
、
前
者
は
「
婚
姻
の
法
律
効
果
を
全
面
的
に
受
容
す
る
意
思
」、
後
者
は
「
婚
姻
の
法
律
効
果
を
部
分
的
に
受
容
す
る
意
思
」
を
指
す
と

い
う
の
は
、
誠
に
正
鵠
を
得
て
い
る
）。

　
（
三
〇
六
九
）
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な
お
、
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
婚
姻
意
思
は
、
婚
姻
の
届
出
と
共
に
、
婚
姻
の
成
立
要
件
で
あ
る
、
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
法
第
七
三
九
条
第

一
項
の
解
釈
（＂
婚
姻
は
届
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
＂）、
民
法
第
七
四
二
条
第
一
号
の
解
釈
（＂
婚
姻
意
思
が
な
い
と
き
は
婚
姻
は
無
効
で
あ
る
＂）、
同
第
二
号
の
解

釈
（＂
婚
姻
の
届
出
が
な
い
と
き
は
、
婚
姻
不
成
立
で
無
効
以
前
の
問
題
で
あ
る
＂）
を
、
整
合
的
に
説
明
す
る
に
は
、
婚
姻
届
出
（
そ
し
て
受
理
）
は
婚
姻
成
立
要

件
で
あ
る
が
、
婚
姻
意
思
は
、
成
立
要
件
で
な
く
、
効
力
要
件
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
民
法
第
七
三
二
条
の
解
釈
に
お
い
て
も

有
益
で
あ
る
（
伊
藤
昌
司
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
）。

　
（
三
〇
七
〇
）


